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既成市街地における空地化による市街地再生手法に関する研究	 

—	 神戸・大阪の取組みに着目して	 —	 

A STUDY ON METHODS OF REGENERATION IN BUILT-UP SREAS WITH CONVERSION 
TO VACANT LOTS 

- FOCUSING ON THE EFFORTS OF KOBE AND OSAKA - 
 

都市計画分野	            	 中井 翔太	 	 	 	  
 

本研究は、神戸市及び大阪市の「借受型」施策に着目し、空地の役割、市街地類型ごとの課題の差

異、権利者の意向を把握することで、空地化による既成市街地の再生手法を明らかにするものであ

る。結果、神戸市は空地を複数の用途に用いるべく施策を展開していること、大阪市は全市的基準

の達成に施策を運用していること、複合的に多種の空地を用いることでより既成市街地の状況に適

した手法がとれることを明らかにした。 
The purpose of this study is clarifying the methods of regeneration in built-up areas with conversion to 
open-spaces by understanding the roles of open-spaces, difference in problems by types of area and land 
owner’s intention with focusing on the “borrowing-type” measures in Kobe city and Osaka city. It’s clarified 
Kobe city utilizes a measure with using open-spaces for various purposes, Osaka city operates one to achieve 
the criterion in plan in whole city and the methods with open-spaces of various kinds is more effective. 
 
 

 
１. はじめに	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
(1)研究の背景・問題意識	 

空き家の数は年々増加しており、それが及ぼす外部

不経済の表面化は顕著である。特に、既成市街地にお

いては老朽化した空き家が多く散在しており、倒壊す

るものも出てきている等、防災面への影響が目立つ。 
さらに、空き家の増加は、居住者更新の不活性を意

味し、市街地の活力低下の指標ともいえる。 
一方で、コストの問題や土地の収用の困難から道路

や公園等の都市施設の拡充が頭打ちとなった現在、こ

れらを補完するオープンスペースとしての空き家敷地

の活用は非常に有効であると考えられる。 
しかし、空き家や空き地の出現はある程度の予測は

出来るものの、偶発の域を逸さず、全市街地において

同様の傾向を示すとは言いがたいため、既成市街地に

空地を作るという行為の「計画上の位置づけ」につい

ては方針が定かでない。 
	 一方、一部の実践の場においては、近年、放棄され

た空き家・空き地を対象とした施策が採られつつある。

１つは、法や条例により強制的に空き家を除却する取

組みである。また、他方では助成等により老朽化した

建物の除却を促す手段が採られることもある。さらに、

それに伴い地権者の活用の意向が無い土地は借り受け

ることで地域の広場等の空地として整備を行う施策を

とる自治体も見られるようになった。この施策は、従

来、都市整備に必要とされた用地の所有者の変更を行

わない手法として先進的な取組みと言える。	 

(2)研究の目的	 

①既存の空地取得施策について整理し、夫々におけ

る空地の役割及び計画上の位置付けを把握する。②ケ

ーススタディにより、既成市街地類型ごとの課題の差

異を明らかにする。③敷地所有者・居住者の敷地及び

「借受」に対する意向をアンケート調査より抽出する。 
④以上を総じて考察することで、空地化による既成市

街地の再生手法に関する知見を得ることを目的とする。 
(3)研究の位置付け	 

本研究は既成市街地整備手法、市街地再生に関す

る一連の研究として位置付けられる。密集市街地に

おける建替えに関する研究には小浪 1)らの研究が、 
公共空間を用いた市街地再生の研究には三角 2)らの

研究が、街区内における空地確保手法については野

澤 3)の研究が挙げられる。本研究は民間私有地の「借

受」による空地化手法に着目し、それらの位置づけ

と実行性を事業主体の考え・空間・土地権利者の意



 

向を分析することで、手法の確立に向けた知見を得

ようとするものである。	 

(3)研究の方法	 

研究の方法・流れを以下（図 1）に示す。 

	 (4)研究の枠組み	 

■既成市街地の定義と研究対象	 

吉阪ら 4)によると、市街地は市街化過程により、①

第一次市街化：城下町等を核として求心的構造を持ち、

第一次産業を基盤に形成	 ②第二次市街化：明治中期

以降、工業化の下、①に連担し形成	 ③第３次市街化：

鉄道等の延伸による、不連続な駅・住宅公団団地の周

辺での市街地	 ④昭和 35 年以降の大都市圏拡大によ
る市街化	 に類型化される（図２）。また、②—④につ

いては、耕作地からのスプロール市街地に該当するが、

従前の耕作地の区画が、街区形状に及ぼす影響が大き

いため、a)条里制・耕地整理がなされている	 b)未整
理に分類した。さらに、(h).地形、(A).面的整備の有無
による影響を考慮すると、以下（表１）の様になった。 
表４内の灰色部は、基本的に基盤施設が充実してい

ると考えられ、市街地再生の必要のないものとし、残

りの内、都心近郊の大部分を占める、2a)及び、都市圏
外縁部の大部分を占める 4b)においてケーススタディ
を行う。 

■市街地再生再生の概念	 

未熟または老朽し脆弱な状態の道路基盤や建築

物等空間的な課題と、人口の減少・偏りによるコミ

ュニティの衰弱等の市街地における社会的課題が

相互に助長しあうものであるとの考えのもと、「市

街地再生」とは、「両課題の改善を目標とし、市街

地内の潜在的な資源を用いることでこれを達成す

ること」と定義する。	 

２. 空地取得施策の現状と「借受型」事業の位置付け	 	 	 	 	  
世界的に既成市街地に空地を設ける施策の現状とし

て、(1)収用型（「ランドバンク:米国・フリント市」、

「土地収用権移譲:米国・ボストン市」、「多孔質化戦略:

西国・バルセロナ市」、「庄内地区住環境計画:豊中市」	 ）

(2)借受型（「利用承諾協定:独国・ライプツィヒ市」、

「暫定利用協定:西国・バルセロナ市」、「コミュニティ

ガーデン:米国・ニューヨーク市」）について整理した。	 

(1)空地の役割	 

これらは「空地に求められる役割」により類型化で

き、T-1.次なる活用までの暫定的所持形態、P.「空地

それ自体の機能」を目的とした恒久的空地、T-2.「空

地それ自体の量」を目的とした位置に制限されない動

的に安定な空地がある（表 3）。	 

(2)近年の動向	 

空地取得施策は、かつて行政主導により「収用型」

の事業が用いられることが多かったが、近年では、財

政面の問題により困難になってきており、「借受型」が

現実的である。また、近年の「収用型」によるものは、

民間・独立組織が主導となり取り組むものが多い。し

かし本国では、現行そのような枠組みはなく現実的で

はない。	 

	 

３. 各自治体における空き家への対応	 	 	 	 	 	 	 	  
(1)建築基準法による対応	 

建築基準法による空き家への対応は、法 10条 3項に
よる行政からの是正命令、法 10条 4項による行政代執
行による除却が挙げられるが、空き家が既存不適格で

あり、著しく危険であるこの証明が不可欠であり、非

常に困難となっている。 
(2)条例による対応	 

	 

図２	 市街化類型のイメージ	 

図２	 研究の方法・流れ	 

表３	 空地取得施策の類型一覧 
 収用型 借受型 

施策名 ランドバ
ンク 

土地収用
権移譲 

多孔質化
戦略 

庄内地区
住環境 
整備計画 

利用承諾
協定 

暫定利用
協定 

コミュニ
ティ 

ガーデン 

取組主体 
独立組織 
（群が設
立） 

民間 NPO 
（市が移
譲） 

市 市 市 市 市 

空地の役
割 T-1 T-1 P P P T-2 T-2 

 

図３	 空地取得施策の動向	 

表 2	 既成市街地の類型	 

  
第 1 次市街化 第２次市街化 第 3 次市街化 第４次市街化 

中心市街地型 農耕集落型 漁村集落型 a) b) a) b) a) b) 
付加要因なし 1a) 1b) 1c) 2a) 2b) 3a) 3b) 4a) 4b) 

(h).斜面市街地 1a)-h 1b)-h 1c)-h 2a)-h 2b)-h 3a)-h 3b)-h 4a)-h 4b)-h 

(A).面的整備有 1a)-A 1b)-A 1c)-A 2a)-A 2b)-A 3a)-A 3b)-A 4a)-A 4b)-A 
(h)＋(A) 1a)-h.A 1b)-h.A 1c)-h.A 2a)-h.A 2b)-h.A 3a)-h.A 3b)-h.A 4a)-h.A 4b)-h.A 

 



 

空き家問題が深刻化する中、上記のような状況を受

け、独自に条例を定める自治体もでてきており、2013
年 4月時点で、空き家条例の施行状況は表 4のようで
ある。近年、代執行を最終手段として設定する自治体

が多く、実行力が担保されている。しかし、実際は行

政代執行を行うにしても、空き家所有者に経済的余裕

がなく費用の回収が困難である等の課題が多い。 

(3)空き家除却に対する助成制度	 

空き家除却の促進には、命令・代執行の様に強制的

な手段もあるが、加えて、解体費に対して補助を行う

ことで、除却の促進を行う自治体もある。特に密集市

街地に対しては重点的な施策がとられている(1)。	 

しかし、あらかじめ事業期間や適用範囲を限定して

いるものが多く、財政的な限界が伺える。また、条例

等と同様に、所有者が不明の空き家が多いため、実際

活用できる対象は限られる。なので、限られた対象の

中でも、効果的な施策が必要である。	 

(4)空地化を行う事業	 

最新の取組み

としては、1.で
整理した様な、

空地を除却した

跡地を行政・地

域の意思で活用

する事業を展開

する自治体もあ

る。これらの事

業では整備後の

空地の管理義務

は自治会等の地

域組織に移管されることに特徴がある。 
これらには土地取得の方法により、敷地の権利ごと

移譲される「寄付型」、期限付きである「借受型」の 2
種類に分類できる。2b)-hに相当する長崎市等では活用
の困難な土地が多く、「寄付」の需要は一定数あるが、

一般的に「借受」の方が実行性は高いと考えられる。 
４. 行政の市街地整備計画における私有地借受型事業の位置付けと役割 

2.3.では「借受」による事業が、「経済性」「実行性」
の面において、可能性があると位置付けた。ここでは、

「借受型」事業のうち、神戸市「まちなか防災空地整

備事業」及び大阪市「まちかど広場整備事業」に着目

し、行政担当者へのヒアリングを基に、各事業の運用

実態として、その市街地整備計画における私有地借受

型事業の位置付けと役割を明らかにする。 
(1)事業の条件設定に見る違い	 

まず、どちらも密集市街地を対象とした 2事業であ

るが、「借受」の募集条件に違いが見られ、①借受期間：

神戸市(3〜5 年)＜大阪
市 (20 年程度 )、②面
積：神戸市 (定性的表
現)⇔大阪市(定量的表
現)、③位置：神戸市(定
性的表現)⇔大阪市(定
量的表現)、④整備費：
神戸市(100 万円以下)
＜大阪市 (300 万円 )	 
と、比較的神戸市の方

が緩く、大阪市の方が

厳しく設定されている

ことが分かる（表 6）。 
(2)事業の条件設定に

見る違い	 

ヒアリング調査の結果、行政における市街地整備計

画上の位置付けとして分かったことを（表 7）に示す。 

５. 類型ごとの既成市街地の課題	 	 	 	 	 	 	 	 	  
市街地類型 2a)及び 4b)の代表事例である、４におい

て扱った各事業も実施されている(I)城が山地区、(II)
桃谷地区を対象としてケーススタディを行う。市街地

履歴と市街地の空間的特性を把握し、各地区の課題を

明らかにする。 
	 (1)市街地履歴	 

住宅地図及び国土地理院地形図を用いることで、市

街地の発生について把握する。 
・城が山地区	 

表４	 空き家条例施行状況	 

全数	 
条例内容	 

勧告	 命令	 公表	 罰則	 代執行	 
121	 192	 168	 155	 19	 91	 

	 

表 6	 借受型事業の条件一覧	 

自治体名 大阪市 神戸市 

事業名 まちかど広場 
整備事業 

まちなか防災空
地整備事業 

施行年（年） 2009 2012 
叻
呉
吒

呉
吝
叺

吭

 固都税減免  ○ ○ 

助成 他事業 ○ 

借受期間（年） 20 3〜5 

実行数 7（１） 3 

条件 

面積 300 平方メートル
程度 

ま ち の 防 災 性
向 上 に 資 す る
面積 

位置 

1. 「 優 先 地 区 」 の
中にある。 
2.避難に有効な大
規 模 な 空 地 や 幹
線道路に隣接して
いない。 
3.同じ街区内の公
園、緑地、児童遊
園などとの距離が
概ね 100m 以上あ
る。 

1.対象区域内 
 
2.まちの防災性
向 上 に 資 す る
位置 

管理 地域住民 まちづくり協議
会等 

整備規模 300 万円以上 100 万円まで 

 厳しい 緩い 

 

表 5	 空地化を行う事業一覧(2013.4 時点)	 

自治 
体名 事業名 施行年 

貸与 
・ 

寄贈 

インセンティブ 

固都税
減免 

除却 助成 

大阪市 
まちかど広場 
整備事業 2009 借受 ○   

他事
業 

長崎市 
老朽危険空き家 
対策事業 2006 寄付   ○   

越前町 
越前町安心で潤いの
あるまちづくり事業 2007 借受 ○ ○   

横手市 老朽危険空き家跡地 
活用事業 

2012 寄付   ○   

滑川市 老朽危険空き家 
対策事業 

2008 寄付   ○   

神戸市 まちなか防災空地 
整備事業 

2012 借受 ○   ○ 

浜田市 危険空き家 
対策事業 

2012 寄付     ○ 

小野市 まちなか広場 
整備事業 

2006 寄付     ○ 

山形市 老朽危険空き家 
対策事業 

2011 寄付   ○   

勝山市 
勝山市老朽危険空き
家解体事業 2013 借受     ○ 

豊岡市 
修景事業 
助成金制度 2012 寄付   ○   

	 

表 7	 事業の市街地整備計画上の位置付け	 
 神戸市 大阪市 

事業の狙

い 

・都市計画事業が進展しない現状を踏

まえ、公園・道路等を補うために私有

地を用い、できるだけ空地を確保する

という狙いがある。 
・神戸市はまちなか防災空地それ自体

の拡大・展開による市街地の改善を狙

ってはいるが、事業が進行し、防災空

地が増えるとミニ区画整理といった次

なる展開についても考えている。 

・都市計画公園を補完するという

考えもあるが、防災に並び、遊休

地の活用・遊び場等の他の機能も

期待されている。 
	 ⇒機能的である必要。 
	 （設備投資の必要性） 
 

空地の役

割 

・まちなか防災空地には、段階ごとの

役割がありと言える。 
1.初動期（現在）：（公園等を補完する
という意味からも）防災空地の数

をできるだけ確保し、建て詰まり

を解消することにより、防災性の

向上をはかる空地それ自体の効

果。 
2-A.事業始動期：ある程度、防災空
地が増加すると、それらを用いた

区画整理等の次なる展開が可能と

なる「つなぎ」としての役割。 
2-B. 換地計画期：区画整理等の次な
る展開が構想されると、実行のた

めの換地計画が必要となる。防災

空地は、建物の移転先といった「あ

そび」としての役割がある。 

・不燃領域としてのまちかど広場

自体の防災性改善効果に狙いがあ

る。 
⇒不燃領域として換算できな

い規模のものは不要。 
 
・まちかど広場は、地区内の一都

市施設として恒常的に、機能して

いくことが望まれている。そのた

め、実際は 20年経過後も可能であ
れば持続することが求められる。 
 
・全市施策である「自律更新」の

促進と併用で防災性の向上を図

る。 

目標とす

る基準 
・規定の基準にとらわれず、実際の防

災性の改善が目標。 
不燃領域率（全市指標）が目標基

準となっている。 

契約期間 

・とにかく高い実行性を狙い、貸与側

のハードルを下げることを目的とした

短期契約。 
・解体補助のみの活用（契約後の建替

え）となっても、耐火化等によって結

果的に防災性が上がればよい。 

・恒久的な不燃領域としたいため、

可能な限り長期の設定となってい

る。 

課題 ・空き家になる前のアプローチが必要。 ・条件が厳しく、実行性に欠ける。 

 



 

城が山地区は、昭和初期に拡大した不整形な耕作地

が昭和 40 年代初期に急激に市街化（スプロール）した

第４次市街化時期の市街地 4b)であることが確認でき

た（図 4.1）。 

・桃谷地区	 

桃谷地区は、条理制の水田が 1921〜1932 年に市街化

した既成市街地であるといえる。	 

また、大阪都心部の市街地と連担するように市街化し

ていることから、第二次市街化による既成市街地 2a)

であると確認できる(図 4.2)。	 

(2)市街地の空間特性	 	 

GIS データ、登記簿謄本写し及び各市提供資料より
対象市街地の空間特性を把握した。 
(I)密度指標	 

地区内の「密度」を示す各指標を表 8に整理した。
密集市街地として防災

時危険とされる指標で

あるが、各指標とも桃

谷地区の方が高くなっ

ている。 
(II)道路基盤	 

(i)道路幅員（表 9）、 
(ii)単位面積当道路
総延長（表 9）、 
(iii)道路種別（表 10）、 
(iv)行き止り道路（表
11）について各表に
整理した。 
(III)建築物	 

(i)構造（表 12）、 
(ii)築年数（表 13）、(iii)接道条件（表 14）、(iv)二方向
避難（表 15）について各表に整理した。 

(3)空間特性からみる市街地の課題	 

上記より各地区の優先すべき課題をまとめた(表 16)。	 

６. 空き家の実態	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
住宅地図及び現地調査より、2013/10,11 時点におけ

る両地区の空き家を抽出した。 
(1)空き家の分布	 

城が山地区の方が空き家の割合は若干割合は高い。

また、分布傾向としては、城が山地区では中心部に多

く見られるのに対し、

桃谷では散在している

(表 17,図 5)。 
(2)空き家の性質	 

(I)空き家敷地の面積と連担	 

空き家の (i)面積別分布 (表 18)、 (ii)敷地連担  (表
19,20)についてまとめた。 

図 4.2	 桃谷地区（左上 1908,右上
1921,左下 1932,右下現況）	 

図 4.1	 城が山地区（左上 1936,右上 1956,左下 1971,右下現況）	 

表 8	 両地区の密度指標一覧	 

 
城が山地区 桃谷地区 

人口密度(人/ha) 228.3 302.8 

世帯密度(世帯/ha) 86.9 114.6 

棟数密度(棟/ha) 60.2 100.5 

地区内建蔽率(%) 42.8 64.5 

不燃領域率(%) 20.7 12.4 

	 表 9	 幅員別道路延長・道路総延長(m)	 
 城が山地区 桃谷地区 

9m 以上 636.4 21.1% 764.8 15.8% 

6-9m 98.7 3.3% 172.9 3.6% 
4-6m 172 14.1% 685.5 14.1% 
4m 未満 1855.3 61.5% 3227.0 61.5% 
道路総延長/面積 482.0(m/ha) 611.3(m/ha) 
 表 10	 種別道路延長(m)	 

道路種別	 城が山地区	 桃谷地区	 

建築基
準法上
道路	 

1 項 1 号	 1111.9	 36.9%	 1623.2	 33.5%	 
附則5項	 -	 626.4	 12.9%	 

2 項	 584.9	 19.4%	 1661.8	 34.3%	 
１項3項	 -	 94.0	 1.9%	 
１項5号	 543.4	 18.0%	 -	 

—	 通	 路	 775.6	 25.7%	 844.8	 17.4%	 
	 表 11	 行き止り道路数各指標一覧	 

	 城が山地
区	 

桃谷地
区	 

行き止り道路数	 15	 15	 
単位面積当本数[本/ha]	 2.4	 1.9	 
行止道路延長[m]	 461.0	 419.7	 
行止道路/総延長[%]	 15.3	 8.7	 
平均延長[m]	 30.7	 28.0	 

	 

表 12	 構造別建築棟数分布	 
	 城が山地

区	 
桃谷地区	 

木造	 257	 84.8%	 628	 78.8%	 
S 造	 27	 8.9%	 130	 16.3%	 
RC造	 19	 6.3%	 39	 4.9%	 
計	 303	 -	 797	 -	 

	 

表 13	 築年数別建築棟数分布	 
	 城が山地区	 桃谷地区	 

1995 年以降	 47	 15.5%	 148	 18.6%	 
1980-1994 年	 18	 5.9%	 153	 19.2%	 
1970-1979 年	 50	 16.5%	 147	 18.4%	 
1960-1969 年	 147	 48.5%	 9	 1.1%	 
1959 年以前 41	 13.5%	 340	 42.7%	 

計	 303	 -	 797	 -	 

	 表 14	 接道不良建築棟数及び割合	 
	 城が山地区	 桃谷地区	 

接道不良建築物棟数	 86	 89	 
全体に占める割合	 28.4%	 11.2%	 

	 

表 15	 二方向避難不可棟数及び割合	 
	 城が山地区	 桃谷地区	 

二方向避難不可棟数	 63	 65	 
全体に占める割合	 20.8%	 8.2%	 

	 

表 16	 各地区の課題	 
 城が山地区 桃谷地区 
空間特性 ・比較的広幅員道路の割合は高い

が、公道・建築基準法上道路の
割合が低い。 

・不整形な街区構成で、接道不良
敷地・二方向避難不可敷地が多
い。 

・建築物の更新は殆どみられない。 

・建築物が高密である。 
・狭隘道路の割合が高い。 
・公道・建築基準法上道路の割合は高い。 
・整った街区形状で、接道不良敷地・二
方向避難不可敷地は少ないが、一部
（街区内スプロール部）で見られる。 

・建築物の更新は見られる。 
課題 ⇒ 道路基盤の充実 ⇒ 地区の低密化・街区内スプロール解消  

 

表 17	 空き家棟数及び割合	 
	 城が山地区	 桃谷地区	 

空き家棟数	 54	 112	 
建物全体に占める割合	 18.2%	 14.1%	 

	 



 

	 

(II)空き家の構造・築年数・接道条件	 

空き家の(i)構造(表 21)、(ii)築年数 (表 22)、(iii)接道
条件(表 23)についてまとめた。 
(3)各地区における空き家の特徴	 

上記より各地区の空き家の特徴をまとめた(表 24)。	 

７. 権 利 者 の 意 向 及 び 相 続 か ら 見 る 私 有 地 借 受 の 可 能 性 
アンケート調査(1)により、地区内権利者の属性・意

向を抽出した。 
(1)地区内権利者の意向から見る「借受」の可能性 
(I)土地の無償貸与に対する意識	 

両地区とも「貸与してもよ

い」という回答は 2割弱である
（図 6.1,2）。 
(i)年齢との関係：城が山では高
齢の回答者の方が、「貸与しても

よい」とする割合が高いが、桃

谷では逆の傾向にある（図

7.1,2）。 
(ii)世帯構成との関係：回答数と
しては、城が山地区では、「夫婦のみ」世帯が、桃谷地

区では「２世代家族」世帯が最も多く「貸与してもよ

い」と回答している。一方、割合では、世帯規模が小

さくなるほど「貸与してもよい」の割合は低下する（図

7.1,2）。 
(II)貸与の理由	 

「貸与したい」理由としては、大別すると a1.まちづく
りに積極的な理由、a2.免税による理由、a3.相続の不可
による理由	 に分けられた。a3.のうち、全回答が両地
区の 60代以上の世帯主によるものである。これは「貸
与」をイ）「土地の処分方法」として解釈していると言

える。また、桃谷地区では、50代・40代の「二世代家
族」世帯において、a2.の回答が多く、これは必要時返
還されることを前提に「貸与」をロ）「土地所有の一形

態」として解釈しているものといえる。 
一方、「貸与したくない」理由としては、売却等も含

む n1.積極的運用、n2.相続に伴う判断の保留、n3.今後
の活用の可能性、n4.その他 に大別できた。中でも n2.
は、城が山地区では高齢かつ「夫婦のみ」の世帯に、

桃谷地区では比較的若年の「二世代家族」世帯に見ら

れた。 
(2)相続の困難から予測される空き家の発生 
一般的に空き家の発生は相続の過程で発生すること

が多く、相続者が住宅から遠方に居住する場合に、管

理等の負担から空き家となる。そこで所有関係 AAA
世帯のうち空き家候補を表 25の通りにする。	 

(I)空き家候補世帯の割合	 

空き家候補世帯の割合は、図 8.1,2の様である。 

図 5	 各地区空き家分布	 

表 24	 各地区の空き家の特徴	 
 城が山地区 桃谷地区 

空間特性 

・中心部の接道条件が悪
く、古いものが	 大半
となっている。 

・敷地面積は比較的大き
い。 

 

・一敷地は狭小な者が多いが、連担する空き家が多く、
連担敷地面積は 100㎡以上のものが大部分となる。 

・1970年以降のものも２割以上見られる。 
・比較的接道の悪いものは少ないが、一部では見られ
る。 

 

図 6.1	 城が山(N=93)	 

図 6.2	 桃谷(N=117)	 

表 19	 連担数別空き家棟数/棟数割合/連担面積平均	 
	 	 単棟	 ２棟連担	 ３棟連担	 ４棟連担	 

城が山	 
棟数(空き家群数)	 33(-)	 14(7)	 3(1)	 4(1)	 
棟数割合（％）	 61.1	 25.9	 5.6	 7.4	 
連担面積平均（㎡）	 89.4	 122.3	 168.0	 205.0	 

桃谷	 
棟数	 66(-)	 22(11)	 12(4)	 12(3)	 
棟数割合（％）	 58.9	 19.6	 10.7	 10.7	 
連担面積平均（㎡）	 49.2	 102.3	 153.8	 108.7	 

	 表 20	 敷地面積別空き家群数	 
	 	 

0-50 ㎡	 50-100 ㎡	 100-300 ㎡	 
300 ㎡以

上	 

城
が
山	 

２棟連担	 0	 3	 4	 0	 
３棟連担	 0	 0	 1	 0	 
４棟連担	 0	 0	 1	 0	 

合計	 0(0%)	 6(33.3%)	 6(66.7%)	 0(0%)	 

桃	 
谷	 

２棟連担	 1	 4	 6	 0	 
３棟連担	 0	 0	 4	 0	 
４棟連担	 0	 1	 2	 0	 

合計(割合)	 1(5.6%)	 5(27.8%)	 12(66.7%)	 0(0%)	 

	 

表 18	 空き家敷地面積（平均・合計・割合・分布）	 

	 
平均面積

(㎡)	 
合計面積

(㎡)	 
地区面積に占
める割合(％)	 

敷地面積別空き家数分布(軒)・割合(%)	 
0-50 ㎡	 50-100 ㎡	 100-300 ㎡	 300 ㎡以上	 

城が山	 77.4	 4180.0	 6.7	 22	 40.7	 25	 46.3	 5	 9.2	 2	 3.7	 

桃	 谷	 47.9	 5458.0	 6.9	 71	 62.3	 43	 37.7	 0	 0	 0	 0	 

	 
表 21構造別建築棟数分布	 
	 城が山地

区	 
桃谷地区	 

木造	 54	 100%	 106	 94.6%	 
S 造	 0	 0%	 5	 4.5%	 
RC 造	 0	 0%	 1	 0.9%	 

計	 54	 -	 112	 -	 

	 表 22築年数別建築棟数分布	 
	 城が山地区	 桃谷地区	 

1995	 
年以降	 

2	 3.7%	 1	 0.9%	 

1980- 
1994 年	 

1	 1.9%	 11	 9.8%	 

1970- 
1979 年	 

3	 5.6%	 20	 17.9%	 

1960- 
1969 年	 

38	 70.4%	 2	 1.8%	 

1959 
年以前 

10	 18.5%	 78	 69.6%	 

計	 54	 -	 112	 -	 

	 

表 23	 接道不良空き家棟数	 
	 城が山	 桃谷	 

棟数	 23	 19	 
割合（％）	 42.6	 17.0	 

 

図 6.1	 城が山:年齢×意向(N=59)	 図 6.2	 桃谷:年齢×意向(N=95)	 

図 7.2	 桃谷:年齢×世帯(N=95)	 図 7.1	 城が山:年齢×世帯(N=65)	 

・70 歳以上の単身世帯：「10 年以内に空き家となる恐れが非常に高い世帯（空き家候補１）」	 

・世帯主が 70 歳以上の夫婦のみ世帯：「10 年以内に空き家となる恐れが高い世帯（空き家

候補２）」	 

・60 歳代の単身世帯：「20 年以内に空き家となる恐れが非常に高い世帯（空き家候補３）	 

・世帯主が 60 歳代の夫婦のみの世帯：「20 年以内に空き家となる恐れが高い世帯（空き家

候補４）」	 

表 25	 空き家候補の定義	 

図 8.1	 城が山(N=93)	 図 8.1	 桃谷(N=117)	 



 

(II)空き家候補となる建築物	 

図 9-11 から、空き家候補住宅は表 26 の様であると
いえる。 

８. 市街地類型に対応した空地化による市街地再生手法  
1.〜7.において把握した施策の実態、既成市街地の

課題、権利者の意向・空き家の発生を基に既成市街地

において採るべき施策を類型別に考察する。 
(1)行政の施策方針と市街地の課題の対応 
(I)城が山地区でのまちなか防災空地整備事業の評価	 

城が山地区:4b)においては、道路基盤の拡充が課題
となっている。これを達成するには、神戸市が検討す

るミニ区画整理は妥当であると言える。この場合、課

題として考えられるのは、外周道路沿道における敷地

の確保であるが、これには区画整理エリア外に借受け

た空地を 2-Bの空地として弾力的に活用することが望
ましい。さらに、初動期においても、防災空地を用い

建築基準法 43条但書により、接道不良敷地の活用も見
込める。 
(II)桃谷地区でのまちかど広場整備事業の評価	 

桃谷地区:2a)においては、地区の低密化及び一部の
接道不良の改善にある。そのためには、より多くの空

地が必要であるが、現行事業では実行力に乏しいとい

える。そこで、狭小な空き家が多い当地区では、これ

らを活用するために、複数空地の連担を狙う方法が考

えられる。そのためには、空地の面積等の募集条件の

緩和が必要となる。また、連担する空地の確保には、

敷地の交換等も有効と考えられ、その候補地として、

神戸市の 2-Bの様な狙いも必要と言える。さらには、
当地区では、一定の更新が見られ比較的新しい空き家

及び空き家候補住宅が確認されるため、住替えによる

既存ストックの活用も検討されるべきである。 
また、局部的な街区内スプロール部への対応として、

この「敷地の交換」は有効と考えられ、積極的に接道

不良敷地の除却に当たるべきである。 
(2)行政の施策方針と権利者の意向の対応 
(I)「貸与」に対する解釈の違いへの対応	 

(i)神戸市の「土地処分」希望へのフォロー	 

神戸市の方針として、空地の確保⇒市街地改良⇒返

還という前提が見られた。しかし、相続が困難である

と考えられる世帯の多い地区(図 8.1)であるため、イ）
土地処分の方法として「貸与」を希望する世帯も多い。

この場合、実質「寄付」となってしまうため、この空

地を管理する枠組みも必要となる。「寄付」による空地

は、前述のようなミニ区画整理を行うことが前提であ

れば、過剰な権利床の細分化を招くことなく公道を確

保できる点においては有効である。 
(ii)大阪市の「一時貸与」希望へのフォロー	 

大阪市では、借受期間を 20年と長く設定しているが、
「貸与」を一時的な「土地所有の一形態」と解釈する

世帯も一定数見られる。また、「貸与に必要な条件」の

回答として、「より短期の(柔軟な)契約期間」が 8票挙
げられていた。このニーズを活かすため、まちかど広

場とは別に T-2.の様な狙いの空地により、地区内で動
的に安定した空地の確保も求められる。また、背景に

も挙げた停滞する都市施設の拡充を鑑み、空地（公園）

を位置や質でなく、地区内の量（面積）で評価する枠

組みも考え得る。 
(3)まとめ 
本研究のまとめを以下の表 27に示す。 

	 

	 

	 

	 

 
	 

	 

	 

	 

 

図 9 城が山・桃谷築年別空き家候補住宅数(N=43,41)	 

図 10 城が山・桃谷構造別空き家候補住宅数(N=43,41)	 

図 11 城が山・桃谷建て方別空き家候補住宅数(N=43,41)	 
表 26	 空き家候補住宅の特徴	 

城が山地区 桃谷地区 
・昭和 49年以前の木造戸建住宅が多い。 
・5.を踏まえると敷地条件の悪いものが多い
と予測されるため、相続後も放置される可
能性が高い。 

・候補２・４では、半数近くが昭和 50 年
以降の。 

・候補１・３は長屋建て住宅に住む者が多
い。 

 

・動的に安定な空地の確保	 
	 （「一時貸与」のフォロー）	 

表 27	 類型ごとの市街地再生手法として採るべき手法	 
空地の役割	 	 「借受」事業	 

T-1.	 次なる活用までの暫定的所持形態	 ⇒	 まちなか防災空地（2-A,2-B）	 
P.	 空地自体の機能重視の恒久的空地	 ⇒	 まちかど広場	 

T-2.	 空地自体の量重視の位置に制限されない空地	 ⇒	 まちなか防災空地(1.)	 
	 
市街地類型：4b)	 優先すべき課題：道路基盤の拡充（接道不良の解消）	 

選択すべき空地施策	 
	 T-1.	 P.	 T-2.	 

・「土地処分」ヘのフォロー	 
借受（短期）	 ◎	 	 ◎	 
借受（長期）	 	 	 	 

寄付	 ○	 ○	 	 
	 
市街地類型：2a)	 優先すべき課題：地区の低密化・局部的接道不良の解消	 

選択すべき空地施策	 
	 T-1.	 P.	 T-2.	 

	 
借受（短期）	 ○	 	 ○	 

借受（長期）	 	 ◎	 	 
寄付	 	 	 	 

◎…主幹事業	 	 ○…望ましい空地化手法	 

・敷地交換による狭小敷地	 
	 の活用	 
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 1 
討議 2 

 3 
討議 [	 横山俊祐先生	 ] 4 
空き家を空地化して広場として利用するのか。 5 

回答 6 
広場も空地活用の一形態であるが、空地自体の活用7 

は借受期間に依存する部分もある。長期的な借受の場8 
合、大規模整備を行うことが出来、既存の公園の様な9 
設えとすることができるが、短期借受の場合は簡易な10 
設えのもと広場や菜園としての利用が見られる。 11 
 12 
 13 
討議 [	 横山俊祐先生	 ] 14 
研究で把握した地域の実態とどうやって借受して、15 

どう活用するかの道筋がずれているのでは。地域特性16 
との関係は何なのか。地域分析を何のためにやってい17 
るのか見えなかった。 18 
回答 19 
市街地の課題として紹介したものは、空間的な要因20 

に基づく課題である。これに対し、どのように空地を21 
活用すべきか、という方針を現行の施策に基づき、本22 
研究では市街地類型に分けて示した。しかし、空間的23 
課題の他に権利者の意向という側面もあり、これらが24 
整合していないのが既成市街地の実態である。権利者25 
の意向を汲む形でのアプローチは、単に空間的課題の26 
解決のみを目指すアプローチとは異なるものとなるた27 
め、「短期借受」、「長期借受」、「寄付」の複合的な運用28 
が必要となる。地域分析は空間的課題と市街地類型の29 
相関を示すために行ったもので、ここの関係が明らか30 
となることで、市街地類型から採るべきおおよその手31 
段が勘案できるといえる。 32 
 33 
 34 
討議 [	 横山俊祐先生	 ] 35 
この研究は、空地の役割を判断するための前提を明36 

らかにした研究なのか、または、いかに空地を借り受37 
けるかをについてなされたものなのか。いづれであろ38 
う。 39 
回答 40 
本研究は両視点において論じたものあり、空地の役41 

割を判断した上で、借受の可能性にも言及し、両方を42 
考慮することが、既成市街地の再生には必要という結43 
論である。 44 
 45 
 46 
討議 [	 日野泰雄先生	 ] 47 
神戸市と大阪市では採るべき方針が違うという事実48 

に対して、それを変えていったほうがよいという提案49 
も見受けられたが、本来の目的が見失われはしないか。50 
例えば、大阪市は空地自体の確保を目的とするが、提51 
案では「神戸市の様に短期借受にすべき」とあった。52 
多くの視点からの言及が必要であろうが、提案に対す53 
る妥当性に関するコメントを。 54 
回答 55 
大阪市については大きな変更を提案したが、「空地を56 

一定量以上確保する」という課題解決の大枠は変わっ57 
ていない。現行の手法は、「恒常的に存在するが、実行58 
力に欠け、実際には空地は増えない」策であるのに対59 
して、提案では「１つの空地は長く保持されないが、60 
一時的な空地が現れては消えるを繰り返す動的な安定61 
を図る」ものであるといえる。これが、可能である根62 
拠としては、比較的若い世代に「貸与」を「土地所有63 
の一形態」として解釈する層があることが挙げられる。 64 
また、本研究ではこの「空地の動的な安定」を評価65 

する枠組みの必要性についても言及している。 66 
 67 
 68 
討議 [	 三谷幸司先生	 ] 69 
今回、扱った市街地はいずれも防災上難のある所で70 

あり、この様な地域では空地整備への投資は有効であ71 
ろう。これに対して、地方都市など、ある程度インフ72 
ラが整って防災上問題はないが、活力が低下し、「歯抜73 
け」になっているにも係らず地権者が手放さず投資の74 
使用がなくなってしまった地区に対して、この研究が75 
与える示唆はあるか。 76 
回答 77 

地権者が手放さない土地に対して、「借受」というア78 
プローチは比較的ハードルが低く応じてもらいやすい79 
と考える。第１段階としての「借受」はいわば社会実80 
験期間と言え、その「借受期間」内に、地権者以外の81 
利用者が敷地の新たな活用を見せることができれば、82 
まずはきっかけ

・ ・ ・ ・

となる。これまで、動かなかった敷地83 
を暫定的にでも活用できることに意味があるのでは。 84 


